
磐田 本社

自動車が転覆、転落、火災（積載物火災を含む）

又は踏切にて鉄道車両と接触したもの 第2条の1

死傷者又は重傷者（14日以上入院を要する障害）

を生じたもの 第2条の3

積載された危険物等が全部又は一部が飛散

又は漏洩したもの 第2条の5

運転者の疾病により運行出来なくなったもの

第2条の9

自動車の装置の故障により運行が出来なく

なったもの 第2条の11

自動車事故の発生の防止を図る為国土交通大臣

が必要と認め報告指示が有るもの 第2条の15

田地川運送株式会社

代表取締役 西本鉄矢

輸送の安全に関する目標及び統計

本社営業所　令和4年度事故集計・令和5年度目標　

令和4年10月1日～令和5年9月30日

類型別項目 目標 達成状況

1 0件 0件

2 0件 0件

3 0件 0件

4 0件 0件

令和4年12月1日

5 0件 0件

6 0件 0件


